
人にやさしいまちづくり条例 特定都市施設の整備と手続き

工事完了届

（条例第 27条）
適合証の交付請求

（条例第 21条）

適合状況の検査

（条例第 21条）

適合証の交付

（条例第 21条）

既存施設

整 備 基 準

適合への 努力義務

必要により報告を請求

報告書

の提出

報告をし

ないとき

指導・助言

適 合

公 表（条例第 30条）

意見陳述の機会（条例第 30条）

勧 告（条例第 29条）

必要に応じて立入り調査

（条例第 31条）

届出を行

わずに工

事に着手

した場合

正当な理

由なく指

導・助言

に従わな

い場合

届出の内

容と異な

る工事を

実施した

場合

特定都市施設設置者

新築・増改築等

2,000㎡以上の建築物 その他の施設

・2,000㎡未満の建築物
・公共交通機関の施設

・道 路

・公 園

・路外駐車場

工事着手の

60日前まで

協 議

（条例第 24条）

指導・助言

（条例第 26条）

工事着手の

21日前まで

届 出

（条例第 23条）

適合処理 不適合処理

工 事 着 手

工 事 完 了

指導・助言

（条例第 26条）

（完了検査）

令和 5年 4月 1日
より完了検査は実施

しないこととなりま

す。


